
春日井市機構集積協力金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 市は、農地中間管理機構に対し農地を貸し付けた地域及び個人を支援

することにより、農地中間管理機構を活用した担い手への農地集積・集約化

を推進するため、農地集積・集約化対策事業実施要綱（平成26年２月６日付

け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。）

に基づき、予算の範囲内で機構集積協力金を交付するものとし、その交付に

ついては、この要綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱で使用する用語の意義は、実施要綱において使用する用語

の例による。 

（交付対象事業等） 

第３条 機構集積協力金の交付対象、交付要件及び交付額は、別表第１のと

おりとする。 

（申請手続） 

第４条 機構集積協力金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）

は、別表第２に定める申請書を機構集積協力金の交付を受けようとする年

度の市長が定める期日までに市長に提出しなければならない。 

（補助金の交付決定） 

第５条 市長は、前条の規定により機構集積協力金の交付の申請があったと

きは、当該申請に係る書類を審査し、機構集積協力金の交付を適当と認め

た場合は、機構集積協力金交付決定通知書（第３号様式）により当該申請

者にその旨を通知するものとする。 

（申請の取下げ） 

第６条 申請の取下げ期日は、交付決定の通知を受けた日から15日以内とし、



その旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。 

 （交付決定の取消し） 

第７条 市長は、第５条の規定による通知を受けた者が第３条に規定する要

件を満たさないことが判明した場合又は申請の内容に虚偽があったことが

判明した場合は、機構集積協力金の交付決定を取り消すことができる。 

（状況報告） 

第８条 市長は、機構集積協力金の交付対象となる事業を適正に遂行させる

ため必要に応じ、機構集積協力金の交付を受けた者に当該事業の遂行の状

況報告を求め、又は必要な指示をすることができる。 

（地域集積協力金収支報告書及び地域集積協力金収支証明書） 

第９条 地域集積協力金の交付を受けた者が任意組合である場合は、交付を

受けた翌年１月15日までに地域集積協力金収支報告書（第４号様式）を市

長に提出しなければならない。 

２ 市長は、任意組合から地域集積協力金収支報告書の提出があったときは、

当該報告に係る書類を確認し、適当であると認めた場合は、地域集積協力

金収支証明書（第５号様式）を任意組合に通知するとともに、所轄税務署

に写しを参考情報として提供するものとする。 

（補助金の返還） 

第 10条 市長は、実施要綱に定める返還事由に相当する事実が確認された場

合、協力金の交付を受けた者に協力金の返還を命ずるものとする。 

（補助金の経理及び帳簿等の保管） 

第11条 機構集積協力金の交付を受けた者は、当該事業に係る経費の収支を

明らかにした書類、帳簿等を備え、他の経理と区分して収入を記録してお

かなければならない。 

２ 前項の書類、帳簿等は、機構集積補助金の交付を受けた年度の翌年度か



ら起算して10年間整備保管しておかなければならない。 

 （雑則） 

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。  

 

附 則 

 この要綱は、平成28年７月１日から施行する。 

附 則 

 １ この要綱は、令和７年12月26日から施行する。 

２  改正後の春日井市機構集積協力金交付要綱の規定は、令和７年12月26 

日以後に受ける機構集積に係る協力金について適用し、同日前に受ける 

協力金については、なお従前の例による。   

 ３ この要綱の施行の際、改正前の春日井市機構集積協力金交付要綱の規

定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市機構集積協力

金交付要綱の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正を

して使用することがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１（第３条関係） 

機構集積協力金の

種類 

交付対象

事業 

交付対象 

地域 

交付要件 交付額 

地域集積協力金 実 施 要 綱

第 ３ 条 第

２ 項 第 １

号 に 規 定

する事業 

実施要綱別

記２第５第

１項に規定

する交付対

象地域 

実施要綱別

記２第５第

３項第１号

に規定する

交付要件 

実施要綱別記

２第５第４項

に規定する額 

集約化奨励金 実 施 要 綱

第 ３ 条 第

２ 項 第 ２

号 に 規 定

する事業 

実施要綱別

記２第６第

１項に規定

する交付対

象者 

実施要綱別

記２第６第

２項第１号

に規定する

交付要件 

実施要綱別記

２第６第３項

に規定する額 

 

別表第２（第４条関係） 

機構集積協力金の種類 申請書 

地域集積協力金 春日井市機構集積協力金（地域集積協力金） 

交付申請書兼請求書（第１号様式） 

集約化奨励金 春日井市機構集積協力金（集約化奨励金） 

交付申請書兼請求書（第２号様式） 

 

 



第１号様式（第４条関係） 
 

春日井市機構集積協力金（地域集積協力金）交付申請書兼請求書 

（宛先）春日井市長  

春日井市機構集積協力金（地域集積協力金）の交付を受けたいので、次のとおり申請します。 
なお、春日井市機構集積協力金交付要綱第５条の規定により協力金の交付決定がなされた場合は、本

書をもって次の額を交付されたく請求します。 
また、次の記載内容について虚偽がないこと、虚偽や違反があった場合には協力金を返還すること

を誓約します。 
 

申請年月日    年  月  日 

交

付

申

請

者

欄 

フリガナ  

地域名 （集落名や字名など） 

フリガナ  

代表者氏名  

住 所 

（〒  －    ） 

都道 

府県 

市区 

町村 

 

電 話 ―       ― ＦＡＸ ―      ― 

 

（１）交付申請面積および交付申請金額 

所 在 地 番 地目 面 積 農地所有者の氏名 

新たな担い

手に集積注3 

は〇を記入 

 

備 考 

    ㎡    

    ㎡    

    ㎡    

交付申請面積（合計面積） 
Ａ  ㎡ Ｂ欄はa単位とし、１a未満は切り捨てて記

入してください。 Ｂ  ａ 

対象期間内の貸付面積 Ｃ  ㎡    

再貸付面積 Ｄ  ㎡    

農振区域内の農地面積 Ｅ  ㎡    

機構の活用率 （Ｃ／Ｅ）  ％    

一般地域   8割超 

注1 記入欄が足りないときは、別紙として交付申請書に添付してください。 

注2 各筆の面積は㎡単位とし、１㎡未満は切り捨てて記入してください。 

注3 「新たな担い手に集積」とは、機構に貸し付けられた日の前年度の3月末時点から機構へ貸し付けられる

までの間、継続して担い手以外の経営体が所有権、賃借権等に基づき耕作していた農地が機構を介して担い

手に貸付け等されることをいいます。 

 
交付申請金額 円 



（２）地域集積協力金の使途 

使途内容 金  額 

 円 

 円 

合  計 円 

 

（３）機構集積協力金の振込口座 

 

（４）添付書類 

ア 別紙（同意書） 

イ 交付対象「地域」の範囲がわかる地図 
ウ 「地域」の規約等（任意組合の場合） 
エ 「地域」における地域集積協力金の使途についての話し合いに係る議事録 
オ 地域集積協力金と管理する口座の通帳の写し 
カ その他市長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金 融 

機 関 

店 舗 

名 等 

 

 

銀行 信用金庫 信用組合 労働金庫 

農業協同組合 連合会 農林中金 

 

 

店・所 

 

 

出張所 

 金 融 機 関 コ ー ド                      

 

 預金種目 普通･当座 口座番号 

        

口座名義人 
（ふりがな） 

氏名 

 

 



第２号様式（第４条関係） 

春日井市機構集積協力金（集約化奨励金）交付申請書兼請求書 

（宛先）春日井市長 

春日井市機構集積協力金（集約化奨励金）の交付を受けたいので、次のとおり申請します。 
なお、春日井市機構集積協力金交付要綱第５条の規定により協力金の交付決定がなされた場合は、本

書をもって次の額を交付されたく請求します。 
また、①次の記載内容について虚偽がないこと、②協力金の交付決定後10年間は廃止部門の経営を

目的とした農地の所有権や利用権の新たな取得及び特定農作業受託を行わないこと、③虚偽や違反が
あった場合には協力金を返還することを誓約します。 

申請年月日    年  月  日 

交

付

申

請

者

欄 

フリガナ  

地域名 （集落名や字名など） 

フリガナ  

代表者氏名  

住 所 

（〒  －    ） 

都道 

府県 

市区 

町村 

 

電 話 ―       ― ＦＡＸ ―      ― 

 

（１）交付申請面積および交付申請金額 

所 在 地 番 地 目 面 積 備 考 

    ㎡  

    ㎡  

    ㎡  

交付申請面積（合計面積） 

Ａ  ㎡ Ｂ欄はa単位とし、１a未満

は切り捨てて記入してくださ

い。 Ｂ  ａ 

地域の農地面積 Ｃ  ㎡    

実施前団地農地面積 Ｄ  ㎡    

実施後団地農地面積 Ｅ  ㎡    

実施前団地化率 Ｆ＝（Ｄ／Ｃ）  ％    

実施後団地化率 Ｇ＝（Ｅ／Ｃ）  ％    

ポイント Ｇ－Ｆ  ポイント    

団地化 

面積割合 

 10ポイント以上増加   20ポイント以上増加   

 1団地あたりの平均面積 1.5倍以上増加 

注1 記入欄が足りないときは、別紙として交付申請書に添付してください。 

注2 各筆の面積は㎡単位とし、１㎡未満は切り捨てて記入してください。 

 
 交付申請金額 円 



（２）地域集積協力金の使途 

使途内容 金  額 

 円 

 円 

合  計 円 

 

（３）成果目標の設定 

目  標 該当に〇を付す 

販売額又は所得額の１０％以上の増加  

生産コストの１０％以上の削減  

ほ場作業時間の１０％以上の削減  

地方農政局等と協議した上記に準ずる目標 

（                                    ） 
 

 

（４）機構集積協力金の振込口座 

 

（５）添付書類 

ア 別紙（同意書） 

イ 交付対象「地域」の範囲がわかる地図 
ウ 「地域」の規約等（任意組合の場合） 
エ 「地域」における地域集積協力金の使途についての話し合いに係る議事録 
オ 地域集積協力金と管理する口座の通帳の写し 
カ その他市長が必要と認める書類 

 

 

 

 

金 融 

機 関 

店 舗 

名 等 

 

 

銀行 信用金庫 信用組合 労働金庫 

農業協同組合 連合会 農林中金 

 

 

店・所 

 

 

出張所 

 金 融 機 関 コ ー ド                      

 

 預金種目 普通･当座 口座番号 

        

口座名義人 
（ふりがな） 

氏名 

 

 



別紙 

個人情報の取扱い 

以下の「機構集積協力金交付事業に係る個人情報の取扱い」をよくお読みになり、その

内容に同意する場合は「個人情報の取扱いの確認」欄に署名をしてください。 

 

機構集積協力金交付事業に係る個人情報の取扱い 
 

 市は、機構集積協力金交付事業の実施に際して得た個人情報について、「個人情報の保護に関

する法律（平成15年法律第57号）」及び関係法令に基づき、適正に管理し、本事業の実施のため

に利用します。 

 また、市は、本事業による集落等への説明会や都道府県及び国への報告等で利用するほか、

本事業等の実施のために、次の関係機関に必要最小限度内において提供する場合があります。 

 関 係 機 関 国、都道府県、市町村、農業委員会、農業協同組合、農業再生協議会、農地

中間管理機構、都道府県農業会議、農業共済組合連合会、農業共済組合等、農業経

営基盤強化資金（スーパーＬ資金）の融資機関、農業経営基盤強化資金利子助成金

等交付事業の事業実施主体、土地改良事業団体連合会、愛知県農業協同組合中央会

、税務署、土地改良区 

 

 
 

 個人情報の取扱いの確認 

 「機構集積協力金交付事業に係る個人情報の取扱い」に記載された内容について同意します 

                              年  月  日 

         (任意組合名)                              

         氏名                    

 

  



第３号様式（第５条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

            様 

 

                                           春日井市長         

 

春日井市機構集積協力金の交付決定について(通知) 

 

  年  月  日付けで交付申請のあった機構集積協力金について、春日井市機構

集積協力金交付要綱第５条の規定により、次のとおり交付します。 

 

 

 

１ 事 業 名 

   

２ 補助金の種類 

   

３ 交付決定額  金          円 

  



第４号様式（第９条関係） 

 

                                                             年  月  日 

 

（宛先）春日井市長 

 

                                               任意組合名   

                                               代表者              

 

地域集積協力金収支報告書 

 

１ 地域集積協力金に係る配分額及び共同取組活動の支出額 

 (1) 配分総額 

 総   額 配分等の基礎 

① 共同取組活動分   

② 個人配分分   

合  計   

 

(2) 共同取組活動の支出額 

支出項目 支 出 額 備   考 

   

合   計   

 

２ 構成員（組合員）別細目 

 共同取組活動分 個人活動分 合   計 

構成員 

（組合員）名 
収入額 支出額 収入額 収入額 支出額 

 ① 

 

 

② 

 

③ 

 

 

①+③ 

 

② 

 

合  計      

 

３ 添付書類 

通帳・領収書・振込用紙の写しなど、収出の確認ができる書類



第５号様式（第９条関係） 

 

                                                             年  月  日 

 

（宛先）春日井市長 

 

                                               任意組合名   

                                               代表者              

 

地域集積協力金収支報告書 

 

１ 地域集積協力金に係る配分額及び共同取組活動の支出額 

 (1) 配分総額 

 総   額 配分等の基礎 

① 共同取組活動分   

② 個人配分分   

合  計   

 

(2) 共同取組活動の支出額 

支出項目 支 出 額 備   考 

   

合   計   

 

２ 構成員（組合員）別細目 

 共同取組活動分 個人活動分 合   計 

構成員 

（組合員）名 
収入額 支出額 収入額 収入額 支出額 

 ① 

 

 

② 

 

③ 

 

 

①+③ 

 

② 

 

合  計      

 

地域集積協力金収支証明書 

 

       年  月  日に交付した地域集積協力金について、上記のとおり配分及び支出した 

ことを証明する。 

 

         年  月  日 

                    春日井市長          


